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○注記表          自 平成 30年 4月 1日 

              至 平成 31年 3月 31日 

 

Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

（１）満期保有目的の債券 

移動平均法に基づく償却原価法により行っています。 

 

２．外部出資の評価基準及び評価方法 

当組合が保有している外部出資は市場価格のないものに該当しますので、移動平均法に基づく

原価法により行っています。 

 

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）により行っています。 

ただし、生活購買品の一部については売価還元法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）、農機・自動車及び育成牛については個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）により行っています。 

 

４．固定資産の減価償却方法 

（１）有形固定資産 

法人税法に規定する基準により定率法により償却しています。ただし、法人税法の改正に伴

い平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（付属設備を除く）並びに平成 28 年 4 月 1 日以

降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。 

（２）無形固定資産 

法人税法に規定する基準により定額法により償却しています。 

また、自社利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間（５年）に基づき、

定額法により償却しています。 

 

５．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている資産査定要領、経理規程及び資産の償却・引当基準に則り、

次のとおり計上しています。 

正常先債権、その他の要注意先債権及び要管理先債権については、貸倒実績率等で算定した

金額を計上しています。 

破綻懸念先債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と

認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認めら

れる額を計上しています。 

なお、破綻懸念先債権のうち、元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もるこ

とができる債権については、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額から担保の処分可能見

込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額との差額を引当てています。 

実質破綻先債権及び破綻先債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収が可能と認められる額を控除し、その残額を計上しています。 

すべての債権は、資産査定要領に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から

独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の計上を行っ

ています。 
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（２）退職給付引当金 

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末の退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しています。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法につい

ては、期間定額基準によっています。 

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10 年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から

費用処理することとしています。 

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）による

定額法により費用処理しています。 

（３）賞与引当金 

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する部分を計上してい

ます。 

（４）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上してい

ます。 

 

６．リース取引にかかる会計処理の方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のう

ち、会計基準適用初年度（平成 20 年度）開始前に取引を行ったものについては、通常の賃貸借

取引にかかる方法に準じた会計処理によっています。 

 

７．消費税等の会計処理の方法 

消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式を採用しています。 

また、固定資産にかかる控除対象外消費税等は「雑資産」に計上し、法人税法に定める期間で

均等償却しています。 

 

８．記載金額の端数処理 

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については「0」で表示

をしております。 

 

 

 

Ⅱ 貸借対照表に関する注記 

１．固定資産の圧縮記帳額 

固定資産の圧縮記帳額は、3,415,311 千円です。その内訳は、次のとおりです。 

建物 1,707,717 千円  機械装置 1,477,639 千円 

構築物 201,367 千円  その他 28,586 千円 

 

２．リース契約により使用する重要な固定資産 

貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両、ATM、信用・共済端末、POS レジシステム、

給油所設備等については、リース契約により使用しています。 

所有権が当組合に移転しないオペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に

かかる方法に準じた会計処理によっています。 

なお、未経過リース料は 95,958 千円であり、解約可能なオペレーティング・リース取引の解約

金の合計額です。 
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３．担保に供した資産等 

国民健康保険上矢作病院出納取扱金融機関事務に関する契約及び、東濃農業共済事務組合指定

金融機関事務取扱契約にかかる保証金として、定期預金 7,000 千円を担保に差し入れております。 

 

４．子会社等に対する金銭債権・債務 

子会社等に対する金銭債権は、 27,015 千円です。 

子会社等に対する金銭債務は、 32,833 千円です。 

 

５．理事及び監事に対する金銭債権・債務 

理事及び監事に対する金銭債権は、35,882 千円です。 

理事及び監事に対する金銭債務はありません。 

 

６．貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当する貸

出金の額並びにその合計額 

貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当する貸

出金の額並びにその合計額は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、それぞれの定義は、以下のとおりです。 

イ．「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却

を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令第 96 条第 1

項第 3号のイからホに掲げる事由又は第 4号に規定する事由が生じているものをいう。 

ロ．「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金で破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として利息の支払いを猶予したもの以外のものをいう。 

ハ．「３ヵ月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から３ヵ月以上遅延してい

る貸出金（破綻先債権及び延滞債権を除く。）をいう。 

ニ．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金（破綻先債

権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権を除く。）をいう。 

 

７．劣後特約付貸出金の額 

貸出金には、他の債権より債務の履行が後順位である旨の特約が付された岐阜県信用農業協同

組合連合会に対する劣後特約付貸出金 2,691,000 千円が含まれています。 

 

 

 

Ⅲ 損益計算書に関する注記 

１．子会社等との取引高の総額 

（１）子会社等との取引による収益総額 30,997 千円 

うち事業取引高 30,669 千円 

うち事業取引以外の取引高 327 千円 

（２）子会社等との取引による費用総額 41,926 千円 

うち事業取引高 41,926 千円 

うち事業取引以外の取引高はありません。 

 

（単位：千円）

債権区分 金 額

破 綻 先 債 権 82,891

延 滞 債 権 526,085

３ ヵ 月 以 上 延 滞 債 権 2,654

貸 出 条 件 緩 和 債 権 82,391

合 計 694,022
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２．減損損失の内容 

（１）資産をグループ化した方法及び共用資産の概要 

当組合は、管理会計の単位を基本に施設ごとに、また、業務外固定資産（遊休資産と賃貸固

定資産）については各固定資産を最小単位としてグルーピングしております。 

また、本店、カントリーエレベーター等の農業関係の共同利用施設については組合全体の共

用資産とし、各地域アグリセンターについてはそれぞれ地域の共用資産としております。 

（２）当該資産グループの概要と減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの内訳 

 

 

 

 

 

 

 

（３）減損損失を認識するに至った経緯 

恵那市明智町の建物、構築物は、令和元年度に取り壊すことが決定しているため、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し減損損失として認識しました。 

また、恵那市明智町の土地は、遊休状態で当面の使用見込みがなく、かつ、土地の市場価格

が下落しているため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失として認識しました。 

（４）回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価額を採用しており、その時価は固定資産税評価額等を基礎とした

指標により取り壊し費用を控除して算定しております。 

 

 

 

Ⅳ 金融商品に関する注記 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当組合は、組合員等から預った貯金を原資に、組合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、

残った余裕金を岐阜県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や地方債などの債券に

よる運用を行っています。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

当組合が保有する金融資産は、主として預金、貸出金及び有価証券であり、貸出金は顧客の

契約不履行によってもたらされる信用リスクにさらされています。 

また、有価証券は債券のみであり、満期保有目的で保有しています。これらは発行体の信用

リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクにさらされています。 

（３）金融商品にかかるリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定してい

ます。また、通常の貸出取引については、本店に融資審査課を設置し各支店と連携を図りな

がら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどによ

り償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を

行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を

厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に

取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当

基準」に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。 

 

 

 

（単位：千円）

用　　途 種　　類 減損損失

建 物 1,957

構 築 物 197

遊 休 土 地 37

2,191

場　　所

合　　計

恵那市明智町大田887-10

遊 休恵那市明智町大田875
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② 市場リスクの管理 

当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールする

ことにより、収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益

力強化とのバランスを重視した ALMを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、

金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。 

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組

合の保有有価証券ポートフォリオの状況や ALM などを考慮し、理事会において運用方針を

定めるとともに、経営層で構成する ALM 委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及

び意思決定を行っています。運用部門は、理事会で決定した運用方針及び ALM 委員会で決

定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行

った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的に

リスク量の測定を行い経営層に報告しています。 

市場リスクに係る定量的情報 

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合

において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸

出金、貯金であります。 

当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後 1年程度の金利の合理的な

予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析

に利用しています。 

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標となる金

利が 2.0％上昇したものと想定した場合には、経済価値が 410,738 千円増加するものと把握

しています。 

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリ

スク変数の相関を考慮していません。 

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が

生じる可能性があります。 

③ 資金調達にかかる流動性リスクの管理 

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、

安定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行

う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運

用方針などの策定の際に検討を行っています。 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格

がない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該

価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、

当該価額が異なることもあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

（１）金融商品の貸借対照表計上額及び時価等 

当年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表に含めず（３）に

記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）金融商品の時価の算定方法 

① 預金 

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っています。 

また、満期のある預金については、短期金利の指標である LIBOR または長期金利の指標

である円 SWAPレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。 

② 有価証券 

債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっています。 

③ 貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用

状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっています。 

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類ごとに、元利金の合計額を短期金利の指標で

ある LIBORまたは長期金利の指標である円 SWAPレートで割り引いた額から、貸倒引当金

を控除して時価に代わる金額として算定しています。 

また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について帳簿価額から貸倒引当金を控除し

た額を時価に代わる金額としています。 

④ 貯金 

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなして

います。 

また、定期貯金及び定期積金については、将来のキャッシュ・フローを短期金利の指標で

あるLIBORまたは長期金利の指標である円SWAPレートで割り引いた現在価値を時価に代

わる金額として算定しています。 

（３）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、これらは（１）

の金融商品の時価情報には含まれておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

貸借対照表計上額

外 部 出 資 7,754,566

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時　価 差　額

175,328,265 175,332,934 4,669

8,192,547 8,592,990 400,442

満 期 保 有 目 的 の 債 券 8,192,547 8,592,990 400,442

37,608,199

貸 倒 引 当 金 △ 401,567

貸 倒 引 当 金 控 除 後 37,206,632 38,829,681 1,623,049

220,727,445 222,755,606 2,028,161

223,256,193 223,308,836 52,642

223,256,193 223,308,836 52,642

貯 金

・貸出金には、貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付金 144,152 千円を含めています。

負 債 小 計

預 金

種　　類

資 産 小 計

貸 出 金

有 価 証 券
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（４）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）貯金の決算日後の返済予定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 有価証券に関する注記 

１．有価証券の時価等 

（１）満期保有目的の債券 

満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．売却した満期保有目的の債券 

該当はありません。 

３．売却したその他有価証券 

 

 

 

 

４．保有目的区分を変更した有価証券 

該当はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

175,328,265 -                    -                    -                    -                    -                    

満期保有目的の債券 500,000 2,100,000 2,000,000 300,000 600,000 2,700,000

その他有価証券のうち満期があるもの -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,850,661 2,919,738 2,586,853 2,333,019 4,797,496 19,492,810

180,678,927 5,019,738 4,586,853 2,633,019 5,397,496 22,192,810

・貸出金のうち、当座貸越 1,524,427 千円については「1年以内」に含めています。

・貸出金のうち、3カ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 483,467 千円は償還の予定が見込めないため含めていません。

有価

証券

貸 出 金

合　　計

預 金

4 年 超
5年以内

種　　類 1年以内
1 年 超
2年以内

2 年 超
3年以内

3 年 超
4年以内

5年超

（単位：千円）

貯 金 189,701,092 14,942,344 16,431,623 1,297,662 883,469

・要求払貯金については「1年以内」に含めています。

種　類 1年以内
1 年 超
2 年 以内

2 年 超
3 年 以内

3 年 超
4 年 以内

4 年 超
5 年 以内

（単位：千円）

国 債 7,392,547 7,764,750 372,202

地 方 債 400,000 415,950 15,950

社 債 400,000 412,290 12,290

小　　計 8,192,547 8,592,990 400,442

8,192,547 8,592,990 400,442

種　　　　類
貸 借 対 照 表
計 上 額

時　価 差　額

合　　　計

時価が貸借対照表

計上額を超えるもの

（単位：千円）

売却額 売却益 売却損

10,456 -                             112

10,456 -                             112

種　　　　類

国　　　　債

合　　　計
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Ⅵ 退職給付に関する注記 

１．退職給付債務の内容等 

（１）採用している退職給付制度の概要 

職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。

また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため全国共済農業協同組合連

合会、りそな銀行、三井住友信託銀行との契約による確定給付企業年金制度及び全国役職員共

済会との契約による退職金共済制度を採用しています。 

（２）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

期首における退職給付債務 3,022,703 千円 

勤務費用 133,036  

利息費用 17,833  

数理計算上の差異の当期発生額 59,399  

退職給付の支払額 △ 421,437  

期末における退職給付債務 2,811,535  

（３）年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

期首における年金資産 2,660,987 千円 

期待運用収益 38,469  

数理計算上の差異の当期発生額 9,304  

確定給付企業年金制度への拠出金 143,452  

特定退職金共済制度への拠出金 9,603  

退職給付の支払額 △ 385,699  

期末における年金資産 2,476,118  

（４）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

退職給付債務 2,811,535 千円 

確定給付企業年金制度（全共連） △ 1,047,351  

確定給付企業年金制度（りそな銀行） △ 764,098  

確定給付企業年金制度（三井住友信託銀行） △ 476,050  

特定退職金共済制度 △ 188,617  

未積立退職給付債務 335,417  

未認識数理計算上の差異 256,755  

貸借対照表計上額純額 592,172  

退職給付引当金 592,172  

（５）退職給付費用及びその内訳項目の金額 

勤務費用 133,036 千円 

利息費用 17,833  

期待運用収益 △ 38,469  

数理計算上の差異の損益処理額 △ 8,876  

過去勤務費用の損益処理額 △ 9,227  

出向者負担金受入額 △ 915  

小計 93,381  

退職給付費用 93,381  
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（６）年金資産の主な内訳 

① 確定給付企業年金制度（全共連） 

一般勘定 100 ％ 

② 確定給付企業年金制度（りそな銀行） 

債券 73 ％ 

株式 24 ％ 

その他 3 ％ 

合計 100 ％ 

③ 確定給付企業年金制度（三井住友信託銀行） 

債券 50 ％ 

株式 15 ％ 

その他 35 ％ 

合計 100 ％ 

④ 特定退職共済制度 

債券 69 ％ 

年金保険投資 23 ％ 

現金及び預金 4 ％ 

その他 4 ％ 

合計 100 ％ 

（７）長期期待運用収益率の設定方法に関する記載 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金

資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。 

（８）割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項 

① 割引率 0.59 ％ 

② 長期期待運用収益率   

確定給付企業年金制度（全共連） 1.50 ％ 

確定給付企業年金制度（りそな銀行） 1.50 ％ 

確定給付企業年金制度（三井住友信託銀行） 1.50 ％ 

特定退職共済制度 0.80 ％ 

③ 数理計算上の差異の処理年数 10 年 

④ 過去勤務費用の処理年数 3 年 

 

２．厚生年金と農林年金の統合に伴う特例業務負担金の金額 

人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合

を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第 57 条の規定に基づき、

旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費用に充てるため拠出した特

例業務負担金 38,718 千円を含めて計上しています。 

また、同組合より示された平成 31年 3月現在における令和 14年 3月までの特例業務負担金

の将来見込額は 460,521 千円となっています。 
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Ⅷ 税効果会計に関する注記 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳 

繰延税金資産   

貸倒引当金 6,688 千円 

退職給付引当金 167,563  

賞与引当金 55,126  

固定資産の減損額 126,570  

資産除去債務 10,647  

その他 38,482  

（小計） 405,078  

評価性引当額 △ 157,980  

繰延税金資産合計 247,098  

繰延税金負債   

適格合併に伴うみなし配当 △ 37,726  

繰延税金負債合計 △ 37,726  

繰延税金資産の純額 209,372  

 

２．法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因 

法定実効税率 27.66 ％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.32  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ 3.01  

住民税均等割等 0.89  

評価性引当額の増減 △ 34.90  

その他 △ 0.97  

差異計 △ 36.66  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △ 9.00 ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 


